
2019年度資金分配団体申請様式2事業計画書
１．申請事業名：学習支援ボランティア育成事業

～経済的に困難な環境にある子どものための学びのインフラ構築～

２．申請団体名：公益財団法人パブリックリソース財団（東京都）

３．助成事業の種類： 新規企画支援事業

４．申請する事業期間：2019年度～ 2022年度

５. A事業費： 101,698,314円
（Bうち助成金申請額： 90,000,000円 88.5％ B/A ）

プログラム・オフィサーの伴走支援の活動費：25,619,972円* 評価関連経費：8,291,000円*

様式2 事業計画書
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2019年度初版

*Bの助成金申請額とは別枠です。



様式2 事業計画書 事業計画書の記述項目

1. 申請事業により解決したい課題、事業の目標および内容
1.1. 解決したい課題（社会的ニーズ）と中長期的な事業目標
1.2. 原因分析と解決策
1.3. 事業の成果目標と内容
2. 包括的支援プログラム
2.1. 実行団体の募集
2.2. 助成金等の分配
2.3. 非資金的支援

3.社会的インパクト評価の実施内容と方法について
4. 進捗管理、リスク管理と持続可能性
4.1. 進捗管理
4.2. リスク管理
4.3. 持続可能性
5. 実施体制と従事者の役割
6. 広報戦略および連携・対話戦略
7. 関連する主な実績
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2. 包括的支援プログラム

2.1. 実行団体の募集
・募集団体の数、助成金額（総額と1団体当たり）、募集方法、案件発掘の工夫

募集団体数：３団体

助成金額：
総額７，６５０万円（１団体当たり年間850万円、３団体、3年間継続）

募集方法：
・子どもの貧困ネットワーク、全国学習支援ネットワーク等の子どもの貧困に関する全国組織を通じた通知
・全国のNPO支援センターの加盟するメーリングリスト等のインターネットによる広報
・弊財団が保有している子ども支援関連の団体リストへの通知

案件発掘の工夫：
・学習支援ノウハウを有する先行的学習支援団体をパートナー団体として選び、パートナー団体との協働によ
り、実践力の高い団体の発掘を行う。
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3. 社会的インパクト評価の実施内容と方法について

・評価指針に定められた評価の5原則に則り評価を行い、その結果は、JANPIAに定期的に報告するとともに、関係者に
都度フィードバックし、事業の改善とアウトカムの発現、成功事例の共有につなげると同時に、国民に積極的に公表し
ていく。
＜資金分配団体としての自己評価＞
・資金分配団体としての事業活動により短期的に期待される成果目標に関して、外部協力者への委託により、各指標を
ベースに自己評価を行う。各評価においては、判断材料として、関係者や受益者へのアンケートやヒアリングなども活
用し、客観的なデータや意見をもとに、定量的及び定性的な評価を行う。
①事前評価：本事業申請書において、課題の特定、事業対象グループの設定、事業内容の設計、事業目標の設計を計画
する。パートナー団体の選定過程を通じ、各々の事業申請書類の記載事項をもとに、本事業申請書において計画した内
容が適切であったか、課題やニーズについて検証する。また、事業手法、アウトプット、アウトカムについても、必要
性、妥当性を確認し、必要に応じ、事前評価の結果を実行団体の応募要項に反映させる。同時に、申請事業全体として
データ収集可能なアウトプット指標、アウトカム指標の設定し、評価計画を設計する。
②中間評価：実行団体から提供される中間報告書をベースに、現地訪問などから得る情報を加え、予算・人材・方法の
投入が適切に行われているか、事業は適切に進捗しているか、アウトプットが出ているか、事業実施を通じて学びはあ
るか、等を把握し、プロセス分析を行い、事業の見直しの必要性について検討を加える。
③事後評価：実行団体から提供される事業報告書をベースに、可能な限りステークホルダーからの意見の分析を加え、
事業の成果の達成状況や、インプットとアウトプットを比較して事業の効率性の検証を行う。
④追跡評価：事業終了後２～３年度に、事業の成果や副次的効果、波及効果を把握するとともに、過去に実施された評
価との比較検証を行う。
⑤実行団体への包括的支援の評価：実行団体への伴走支援が十分適切になされたかについて、実行団体側の意見も加味
して、資金分配団体としての自己評価を行う。
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3. 社会的インパクト評価の実施内容と方法について

＜実行団体による評価への支援＞
実行団体においては、事業・プロジェクトのロジックモデル策定・成果指標の設定を行い、それをもとに
その後の評価を実施するが、資金分配団体としては、その評価を点検・検証する。
①事前評価：実行団体の応募書類を通じ、課題の所在、事業の必要性と妥当性について評価を行い、適切
な実行団体を選定する。また、実行団体と協働して、事業開始前にロジックモデルの策定、実施計画の策
定を行い、事業の精緻化をはかり、今後の事業の進捗管理に活用する。同時に、継続的にデータ収集可能
なアウトプット指標、アウトカム指標の設定し、評価計画を設計する。現実的で効率的な評価活動をめざ
し、指標の設定にあたっては、事業の実施に伴いデータ収集が可能な指標設定を目指すこととする。
本申請事業の実行団体において想定されるアウトプット指標の例としては、

などが考えられる。アウトプットの達成目標についても、評価計画策定の
時点で、実行団体自ら設定する。
②中間評価：予算・人材・方法の投入が適切に行われているか、事業は適切に進捗しているか、アウト
プットが出ているか、アウトプット目標の達成状況、事業実施を通じて学びはあるか、等を把握し、プロ
セス分析を行い、事業の見直しの必要性について検討を加え、事業終了時のアウトカムの発現に寄与する。
③事後評価：実行団体において、事業を通じアウトカムが発現しているか、事業が効率的に遂行されたか
を中心に、分析する。また当初の想定外で発生した波及効果についても、把握する。
本申請事業の実行団体において想定されるアウトカム指標としては、学習支援を受講する子どもの数、子
どもの学力の変化、子どもの自己肯定感の変化、学習支援団体の財源の安定度合いの変化などが想定され
る。
事業の効率性の分析は、費用対効果、既存事業手法との比較などを通じ、行う。
④追跡評価：実行団体において、アウトカム指標を継続的に収集、分析するほか、子どもの生活や学力に
おける変化の成功事例を抽出し、成功要因の分析を行い、今後の事業の改善、展開拡大につなげる。
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4. 進捗管理、リスク管理と持続可能性

4.1. 進捗管理

・スケジュール（6カ月ごとの進捗管理、伴走支援、評価）

2020年3月 実行団体との契約、助成金支払い（事業開始）
2020年3月 ロジックモデル・実施計画・成果指標の策定支援

組織診断（課題の棚卸し）、組織基盤強化の目標と計画策定支援、
パートナー団体との協議

2020年4月～ コンサルタントの派遣
2020年8月 実行団体による自己中間評価
2020年9月 実行団体訪問、評価結果の点検・検証

事業の進捗状況の管理（アセスメント）、会計監査、

2021年2月 実行団体による自己中間評価
2021年3月 実行団体訪問、評価結果の点検・検証

事業進捗管理（アセスメント）、会計監査
2021年8月 実行団体による自己中間評価
2021年9月 実行団体訪問、評価結果の点検・検証

事業進捗管理（アセスメント）、会計監査、
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4. 進捗管理、リスク管理と持続可能性

4.1. 進捗管理

・スケジュール（6カ月ごとの進捗管理、伴走支援、評価）

2022年2月 実行団体による自己中間評価
2022年3月 実行団体訪問、評価結果の点検・検証

事業進捗状況の管理（アセスメント）、会計監査、

2022年8月 実行団体による自己中間評価
2022年9月 実行団体訪問、評価結果の点検・検証

事業進捗状況の管理（アセスメント）、会計監査、

2023年2月 実行団体による自己事後評価（最終報告）
2023年3月 実行団体訪問、評価結果の点検・検証

事業進捗状況の管理（アセスメント）、会計監査、

次の段階への展開の方向性の設定支援
2025年3月 フォローアップ（その後の状況把握）

事業成果追跡評価（実行団体の自己評価）の支援（点検・検証）





4.2. リスク管理
以下、いずれの場合にも、速やかにＪＡＮＰＩＡに報告し、緊密に連携して対処する。

〇実行団体において責任者等の健康問題等が発生した場合⇒事業継続の可能性を調査し、適切に対処
〇天災など実行団体の責めに期すことのできない事由により事業執行に障害が生じた場合⇒現状と回
復の見込みを調査し、事業期間の延長や事業内容の変更を検討する
〇第三者から実行団体に関する不適切な情報がもたらされた場合⇒周辺の関係者を含めて事実確認を
行い、必要に応じて実行団体にも確認を行い、所要の措置を講じる
〇実行団体関係者から不適切な情報がＳＮＳやマスコミに流された場合⇒事実確認を行うとともに、
関係者の処分を含めた適切な措置を講じるように実行団体を指導する
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4.3. 持続可能性

〇まず、本申請事業で対象となった事業や団体が自律化・自走化することが第一である。
〇組織基盤強化、財源開発戦略の構築などを併行して行うことにより、3年後以降、実行団体
は事業の持続的発展ができるようになる。
〇次に、これらの団体が、学習支援の領域において、他の団体のロールモデルとなり、他の団
体のリーダーとなることが期待され、他の団体においてもノウハウの共有が広がっていく。
〇学習支援の活動の拡大と質の向上により、学習支援団体と地域社会、地方自治体、企業等と
の協働の可能性が高まる。
〇こうした動きが、ＳＮＳやマスコミを通じて、広く伝播することにより、多くの国民が子ど
もの貧困問題の存在とその解決の必要性を認め、かつそこに参画・支援する文化が醸成される。
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5. 実施体制と従事者の役割④

・外部協力者、実行団体等の連携と対話の関係構築をどのように行うのか
〇実行団体、パートナー団体、外部人材との連携・対話には資金分配団体のプログラムオフィサーが
中心となってあたる。プログラムオフィサーは、適時、プログラムディレクターにレポートし、必要
に応じて、他のプログラムオフィサーや担当理事とも情報共有を図っていく。プログラムディレク
ターは必要に応じて、ＪＡＮＰＩＡに報告・連絡する。

〇計画では毎週1回はプログラム会議を開催し、情報共有と協議を行う。なお、遠隔地の実行団体の場
合には、インターネットを活用して電子会議を開催して、対話・連携を図る。

〇実行団体におけるロジックモデルの策定、自己評価の実施に関しては、資金分配団体事務局が外部
人材に委託を行い、実行団体を支援する。

〇学習教材、学習支援のノウハウの提供、組織基盤強化（財源確保の構築と実践支援）といった専門
的支援に関しては、実行団体が助成金を活用し、パートナー団体から、購入、委託などの方式で協力
を求める。

〇プログラムオフィサーは、自らが委託する外部人材、実行団体が委託するコンサルタント（パート
ナー団体）と対話・連携を取り、実行団体の状況を適宜把握する。

〇プログラムオフィサーは、このほかにも事業実施に向けて重要なステークホルダーが明らかになっ
た場合には、適宜、対話・連携を図っていく。
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6. 広報戦略および連携・対話戦略

〇JANPIA、実行団体との連携を進めるための体制と計画
＜JANPIAとの連携を進めるための体制と計画＞
体制としては、政府関係機関に在籍した経験のあるプログラムディレクターを配置し、 JANPIAとの

連携の窓口とする。さらに、休眠預金活用事業に精通した理事や、政府や自治体の政策に精通した理
事を、担当理事として任命し、 JANPIAとの連携の総括にあたる。
計画としては、プログラムディレクターと担当理事の定期的な協議の場を設け、情報の共有・整理

を行い、適宜、 JANPIAとの情報共有・協議・連携を的確に行う。

＜実行団体との連携を進めるための体制と計画＞
実行団体との連携にはプログラムオフィサーがあたる。プログラムオフィサーは、適時、プログラ

ムディレクターにレポートし、必要に応じて、他のプログラムオフィサーや担当理事とも情報共有を
図っていく。計画では毎週1回はプログラム会議を開催し、情報共有と協議を行う。
パートナー団体と協力し、実行団体との日常的な情報交換やモニタリング、さらには連携を図って

いく。プログラムオフィサーはパートナー団体から定期的な報告を受け、必要に応じて、個別の情報
収集や指導を依頼する。
また、プログラムオフィサーはロジックモデル策定支援や自己評価支援を担当する外部コンサルタ

ントとも連携を取り、実行団体の状況を適宜把握する。
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6. 広報戦略および連携・対話戦略

〇他のセクター、団体、企業等の事業への参画、多様な関係者との対話など、それぞれを推進する連
携・対話の戦略
・休眠預金活用事業事前説明会の開催
主に助成を希望する実行団体予定者を対象として、本事業の意義や進め方などについて、関心を持

つ個人や企業にも公開で、説明会を開催する。
・休眠預金活用事業報告会の開催
個人寄付者、社会貢献を行っている企業、関係する金融機関、弁護士・税理士等の専門家、非営利

活動に関する研究者、政府・自治体の職員、政治家など幅広く呼びかけを行い、休眠預金活用事業の
進捗状況や成果などについて報告するとともに、改善方策などについて協議を行う。
・寄付者懇談会
弊財団で開催する寄付者懇談会において、休眠預金活用事業の報告を行い、新たな寄付を喚起する。

・学習支援団体、貧困問題に取り組む団体等との連携・対話
子どもの貧困ネットワーク、全国学習支援ネットワーク等の加盟団体や、全国のNPO支援センター

を対象とした報告会、懇談会を行い、休眠預金活用事業の進捗状況や成果などについて報告し、成果
と課題の共有を行う。
・寄付や社会貢献活動を通じて連携してきた企業・団体との連携・対話
これまで弊財団が連携してきた企業・団体およびJANPIAの推薦する企業と連携して、社員等のプロ

ボノやボランティアの参加、企業等の本業を生かした事業への参加を促進する。
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7. 関連する主な実績

・伴走支援、プロボノの実績
〇福島県の実業家と企業からの寄付による「ふくしま未来基金」
ロジックモデル作成、組織診断の実施、定期的な現場訪問・アドバイスなどの伴走支援に加えて、

助成金50万円によりコンサルタント委託費用を支出し、団体に必要なコンサルタントを推薦するとと
もに、コンサルティングの進捗状況や成果報告に関する伴走支援を実施している。
また、福島のＮＰＯ等に精通した地元の支援団体である一般社団法人ふくしま連携復興センターに

委託し、助成団体に対する日常的なモニタリングを実施してもらっている。このモニタリングにより、
助成対象団体において不適切な経理処理の事件をいち早く察知し、早期に対処することができた実績
がある。

〇キヤノンマーケティングジャパンからの寄付による「未来につなぐふるさと基金」
定期的な現場訪問によって、コンサルティングの必要性を見極め、コンサルタント派遣による組織

基盤強化を行っている。
同時に、日本自然保護協会に委託し、助成団体に対して生物多様性の保全に関する専門的な研修等

を実施している。またキヤノンマーケティングジャパンは、生物多様性に関する記録作成の支援を目
的に、プロボノで写真教室を開催している。
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7. 関連する主な実績

・「事業自律性開発（事業自律化支援）」の実績
〇大和証券グループの寄付による「輝く未来へ こども応援基金」
貧困状況にある子どもの環境改善や貧困の連鎖を防止することを目的に、子どもの支援するチャレ

ンジングな仕組みづくりに対し、事業が自律化し、持続可能になるための「事業開発段階」を支援す
るユニークな助成を2017年から実施している。助成実績は助成総額24,950,000円、延べ8団体を対象と
してきている。




